
 

南部町空家等流動化促進事業補助金交付要綱 

 

(趣旨) 

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第

127号）第15条の規定に基づき、町内に存する空家周辺の生活環境の保全及

び宅地の流動化を目的として、その所有者に対し、予算の範囲内において、

当該空家等の予防的な除却に要する経費の一部を補助する南部町空家等流動

化促進事業補助金（以下「補助金」という。）の交付について、南部町補助

金等交付規則（平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(定義)  

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に掲げるところに

よる。 

(1) 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある

一団の土地をいう。 

(2) 空家等 居住を目的として町内に建築された建築物（居住の用に供する

部分と事業の用に供する部分とが結合した併用住宅を含む。）又はこれに

附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態

であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をい

う。 

(3) 所有者等 空家等に係る所有権その他の権利を有し、当該空家等の売却

又は賃貸を行うことができる者をいう。 

(4) 予防的除却 空家等が著しく保安上危険となる状態に至る前に、所有者

等の自主的な判断により解体及び撤去を行うことをいう。 

(5) 流動化 除却後の宅地を南部町空き家バンク等を通じ、売買又は賃貸借

の対象として市場での流通を図ることをいう。 

(補助対象空家等の要件) 

第3条 補助金の交付の対象となる空家等（以下「補助対象空家等」とい

う。）は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 昭和56年5月31日以前に建築されたもの 

(2) おおむね1年以上居住その他の使用がなされていないもの 

(3) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、当該権利を有する

者から予防的除却及び流動化についての書面による同意が得られている場

合を除く。 



(4) 補助対象空家等の所有者等が複数人となる場合は、その全ての者から当

該空家等の予防的除却を行うことについて、書面による同意を得られてい

ること。 

(5) 再建築可能な敷地にあること。 

(6) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。 

(7) 公共事業等による移転、新たに建築物を建築する等の補償の対象となっ

ていないこと。 

(8) 所有者等による建替えを目的とした予防的除却ではないこと。 

(9) 地階を除く地上階数が３以下の一戸建て住宅等であること。 

(補助対象者) 

第4条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」とい

う。）は、補助対象空家等の所有者等であって、次の各号のいずれにも該当

するものとする。 

(1) 南部町税及び使用料等、町に対する債務の履行を怠っていない者 

(2) 南部町暴力団排除条例（平成25年南部町条例第1号）第2条第1号に規定す

る暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有す

る者でないこと。 

(3) 補助対象空家等の予防的除却後、速やかに跡地を南部町空き家バンク実施

要綱（平成28年南部町告示第10号）に基づき物件登録申込みし、流動化へ協

力することを誓約できる者 

(4) 補助対象空家等の所有者等と土地の所有者等が異なる場合にあっては、当

該土地の所有者等から予防的除却、流動化及び跡地を南部町空き家バンク実

施要綱に基づき物件登録申込みすることについて書面による同意を得ている

こと。 

(補助対象経費) 

第5条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は空家等の

予防的除却に要した費用(消費税額及び地方消費税額を除く。)とする。 

(補助金の額及び交付の制限) 

第6条 補助金の額は、補助対象経費に5分の4を乗じて得た額とし、200万円を

限度とする。 

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てるものとする。 

3 補助金の交付は、同一敷地内につき1回限りとする。 

4 補助対象の事業に対して、他の補助金等の交付を受けている場合、又は受

けようとする場合は、本補助金の対象外とする。 



(交付申請) 

第7条 補助対象者が補助金を受けようとする場合は、予防的除却工事に着手

する前に、南部町空家等流動化促進事業補助金申請書（様式第１号）に、次

に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

(1) 位置図（付近見取図） 

(2) 補助対象経費が確認できる見積明細書 

(3) 所有者等の住民票 

(4) 現況写真（申請日より１ヶ月以内に撮影されたもの） 

(5) 補助対象が空家等であることを証明できるもの（水道・電気・ガスの使

用状況や、その他空家等と判断できるもの） 

(6) 土地・建物登記事項等証明書等（所有者等及び建築年月が確認できるも

の） 

(7) 補助対象空家等の予防的除却後、速やかに跡地を南部町空き家バンク実

施要綱に基づき物件登録申込みすることを誓約する「南部町空き家バンク

物件登録申込誓約書」（様式第２号） 

(8) 補助対象空家等の所有者等が土地所有者等と異なるときは、それら利害

関係者からの補助対象空家等の予防的除却及び流動化を実施してよい旨の

「南部町空家等予防的除却及び流動化同意書（利害関係者）」（様式第３

号） 

(9) 補助対象空家等の所有者等が複数人となる場合は、それら全ての者から

の補助対象空家等の予防的除却及び流動化をしてよい旨の「南部町空家等

予防的除却及び流動化同意書（共同名義人）」（様式第４号）   

(10) 補助対象空家等の所有者等から予防的除却について委任を受けた者は

その委任状 

(11) その他町長が必要と認める書類 

(交付決定) 

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、規則第6条第1項の規

定により補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により補助対象者に

交付の決定を通知しようとするときは、南部町空家等流動化促進事業補助金

交付決定通知書（様式第５号）又は南部町空家等流動化促進事業補助金不交

付決定通知書(様式第６号)により申請者に通知するものとする。 

(補助金等の交付の条件) 

第9条 町長は本補助金の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定め

る補助金等の交付の目的を達成するために必要であるときは、条件を付する

ものとする。 



(申請事項の変更及び申請の取下げ) 

第10条 第8条の規定により交付決定を受けた補助対象者 (以下「補助事業者」

という。)が、規則第11条の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請

に係る内容を変更又は中止としようとするときは、南部町空家等流動化促進

事業補助金変更（中止）申請書(様式第７号)に、変更が分かる見積書のほか

必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。 

2 規則第11条ただし書に規定する町長が認める軽微な変更は、交付決定額の2

割以内の減額を行う場合とする。 

(変更承認) 

第11条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったとき

は、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町空家等流動化促

進事業補助金変更（中止）承認通知書（様式第８号）により補助事業者に通

知するものとする。 

(実績報告等) 

第12条 補助事業者は、補助事業等が完了後速やかに、補助事業の成果を記載

した南部町空家等流動化促進事業補助金実績報告書（様式第９号）に次の各

号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象経費の領収書の写し 

(2) 事業完了後の写真（補助事業実施前及び完了後の状態が確認できるも

の） 

(3) 建物の閉鎖事項証明書 

(4) その他町長が必要と認める書類 

(額の確定及び交付) 

第13条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、規則第19条の規定に

より、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部

町空家等流動化促進事業補助金交付額確定通知書(様式第１０号)により、補

助事業者に通知するものとする。 

2 補助事業者は、前項の規定による通知を受けた後、速やかに南部町空家等

流動化促進事業補助金交付請求書（様式第１１号）を町長に提出しなければ

ならない 。 

3 前項に定める請求書は、町長が別に定める日までに提出しなければならな

い。 

(南部町空き家バンク登録義務) 

第14条 補助事業者は、南部町空き家バンク実施要綱第5条の規定に基づき、

予防的除却後の跡地について南部町空き家バンクへの物件登録申込みを行わ



なければならない。 

(交付決定の取消し及び返還) 

第15条 町長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定

を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることがで

きる。 

(1) この要綱に違反したとき。 

(2) 虚偽の申請、その他不正行為があったとき。 

(3) 町長が特に適当でないと認めたとき。 

(その他) 

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（失効日） 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日

以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る

手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力

を有する。 

  



様式第１号（第７条関係）  

  年  月  日  

 

南部町長       様  

申請者  住 所   

氏 名           

連絡先 

 

南部町空家等流動化促進事業補助金申請書 

 

  年度において標記補助金を下記のとおり受けたいので、南部町空家等流動化

促進事業補助金交付要綱第７条の規定により関係書類を添えて申請します。なお、

この申請書の記載の内容が事実と相違するときは、申請を無効とされ、又は交付決

定を取り消されても異存ありません。 

また、滞納状況及び空家等状況確認等のため、本申請書および添付書類に記載の

ある個人情報を町の各部署に提供することに同意します。 

 

記 

 

空家等の所在地 南部町    

面積  
土地            ㎡ 

建物            ㎡ 

空家等の所有者等   

補助金交付申請額                円 

作業期間   年 月 日 ～    年 月 日  

 

【申請書関係の添付書類】 ※ は該当する場合 

(1) 補助対象空家等の位置図  

(2) 補助対象経費が確認できる見積明細書 

(3) 所有者等の住民票 

(4) 補助対象空家等の現況写真（申請日より１ヶ月以内に撮影されたもの） 

(5) 補助対象が空家等であることを証明できるもの 

(6) 土地・建物登記事項等証明書等（所有者等及び建築年月が確認できるもの） 

(7) 南部町空き家バンク物件登録申込誓約書（様式第２号） 

(8) 南部町空家等予防的除却及び流動化同意書（利害関係者）（様式第３号）※ 

(9) 南部町空家等予防的除却及び流動化同意書（共同名義人）（様式第４号）※ 

(10) 委任状 ※ 

(11) その他町長が必要と認める書類  



様式第２号（第７条関係）  

年  月  日 

 

南部町長       様  

 

 

南部町空き家バンク物件登録申込誓約書 

 

私は、南部町空家等流動化促進事業補助金交付要綱第７条に基づき、下記空家等

の予防的除却後、跡地を南部町空き家バンク実施要綱に基づき物件登録申込みを行

い、流動化に協力することを誓約します。 

なお、誓約内容に虚偽があった場合や違反した場合、申請を無効とされ、又は交

付決定を取り消されても異存ありません。 

 

記 

 

予防的除却を行う空家等の所在地 南部町                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所                 

 

氏 名                 

 

 

 

 

 

 

  



様式第３号（第７条関係）  

年  月  日 

 

南部町長       様  

 

 

南部町空家等予防的除却及び流動化同意書（利害関係者） 

 

申請者（所有者等）            が、南部町空家等流動化促進事業

補助金交付要綱に基づき、次の空家等の予防的除却、流動化及び南部町空き家バン

ク実施要綱に基づき登録申込みを実施することについて、利害関係者として同意い

たします。 

 

予防的除却及び流動化を行

う空家等の所在地 
南部町 

 

＜同意する者＞ 

氏名 

 ※自署の場合は押印不要 
                  ㊞ 

住所   

連絡先  

申請者との関係  

補助対象空家等との関係  

 

 

※代筆の場合記入 

代筆者氏名                    

住所   

連絡先  

  



様式第４号（第７条関係）  

年  月  日 

 

南部町長       様  

 

 

南部町空家等予防的除却及び流動化同意書（共同名義人） 

 

申請者（所有者等）            が、南部町空家等流動化促進事業

補助金交付要綱に基づき、次の空家等の予防的除却、流動化及び南部町空き家バン

ク実施要綱に基づき登録申込みを実施することについて、共同名義人として同意す

ると共に、手続きに関する全ての事項について一任します。 

 

予防的除却及び流動化を行

う空家等の所在地 
南部町 

 

＜共同名義人＞ 

氏名 

 ※自署の場合は押印不要 
                  ㊞ 

住所   

連絡先  

申請者との関係  

 

 

※代筆の場合記入 

代筆者氏名                    

住所   

連絡先  

 

  



様式第５号（第８条関係）  

 

第     号  

   年  月  日  

 

様  

 

南部町長         

 

南部町空家等流動化促進事業補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日付で申請のあった南部町空家等流動化促進事業補助金（以下

「本補助金」という。）について、南部町補助金等交付規則（平成16年南部町規則

第51号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付

することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業  

本補助金の事業の内容は、南部町空家等流動化促進事業補助金交付要綱（以下

「要綱」という。）に基づくものとする。  

 

２ 交付決定額等 

本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。 

算定基準額 交付決定額 備 考 

   

 

３ 交付額の確定  

本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、要綱第６条第１項及び第

２項の規定を適用して算出した額により行う。  

 

４ 補助規程の遵守  

本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定

に従わなければならない。 

 

  



様式第６号（第８条関係）  

第     号 

年 月 日  

 

様  

南部町長        

 

南部町空家等流動化促進事業補助金不交付決定通知書 

 

 年 月 日付で申請のあった南部町空家等流動化促進事業補助金については、下記の

理由により、交付しないことに決定したので、南部町補助金等交付規則（平成１６

年南部町規則第５１号）第８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１．補助金交付申請額               円  

２．不交付とした理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



様式第７号(第１０条関係) 

 

年  月  日 

 

南部町長      様 

 

申請者  住 所   

氏 名           

連絡先 

 

南部町空家等流動化促進事業補助金変更（中止）申請書 

 

    年  月  日  第     号による交付決定に係る事業について、

下記のとおり変更（中止）したいので、南部町補助金等交付規則（平成１６年南部

町規則第５１号）第１１条の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

補助金等の名称     南部町空家等流動化促進事業補助金 

交 付 決 定 額 円 

変 更 後 の 額 円 

差 引 円 

変 更 （中止）の 時 期   

変 更 （中止）の 理 由   

 

 

  



様式第８号(第１１条関係) 

                               第    号 

年  月  日 

 

          様 

 

南部町長            

 

 

南部町空家等流動化促進事業補助金変更（中止）承認通知書 

 

   年 月 日付で申請のあった南部町空家等流動化促進事業補助金の変更（中

止）申請について、南部町補助金等交付規則（平成１６年南部町規則第５１号。以

下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり変更を承認した

ので、規則第１１条において準用する規則第８条第１項の規定により通知する。 

 

記 

   変更前交付決定額           円 

   変更後交付決定額           円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第９号（第１２条関係）  

 

南部町空家等流動化促進事業補助金実績報告書 

 

 年  月  日  

南部町長        様  

申請者  住 所   

氏 名           

連絡先  

 

年 月 日付 第  号をもって交付決定の通知があった南部町空家等流動化促進

事業補助金について、南部町補助金等交付規則（平成１６年南部町規則第５１号）

第１８条の規定により、下記のとおり報告します。また、南部町空き家バンクに登

録申込みした場合、その申請書および添付書類について、提出先より町に提供され

ることに同意します。 

記 

 

空家等の所在地 南部町           

面積  
土地            ㎡ 

建物            ㎡ 

補助対象経費               円 

補助金交付決定額                円 

作業期間   年 月 日 ～    年 月 日  

 

【添付書類】  

(1) 補助対象経費の領収書の写し 

 (2) 事業完了後の写真（補助事業実施前及び完了後の状態が確認できるもの） 

 (3) 建物の閉鎖事項証明書 

 (4) その他町長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第１０号(第１３条関係) 

第     号   

年  月  日   

          様 

                       南部町長             

南部町空家等流動化促進事業補助金交付額確定通知書 

   年  月  日付で報告のあった南部町空家等流動化促進事業補助金に

ついては、南部町補助金等交付規則（平成１６年南部町規則第５１号）第１９条の

規定により、次のとおりその額を確定したので、通知する。 

          金          円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第１１号（第１３条関係）  

 

 

 年  月  日  

南部町長        様  

  住 所   

氏 名           

連絡先  

 

南部町空家等流動化促進事業補助金請求書 

 

 年 月 日付 第  号をもって交付額確定の通知があった南部町空家等流動化促

進事業補助金について、南部町補助金等交付規則（平成１６年南部町規則第５１

号）第２１条の規定により、下記のとおり交付されるよう請求します。  

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

金                      円 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


